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平成２３年２月１日

　市職員などに支給される給与は、国家公務員の給与制度に準じ、民間との比
較やほかの地方公共団体の職員との均衡を考えて、市の職員給与条例などで定
められています。
　市民のみなさんに、市職員などの給与のあらましなどをお知らせします。

総務課人事係　浦１１１３

５　職員の経験年数別・学歴別平均
　　給料月額の状況　 （２２年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　分

３２１,９００円２８８,４００円２５０,４００円大学卒一　般
行政職 ２８８,４００円２５０,４００円２０５,４００円高校卒

　職員の給料は、職務や学歴、経験年数によって決められます。

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務し
ている場合は、採用後の年数をいいます。

三　重　県鳥　羽　市
区　　分

初　任　給初　任　給

１７８,８００円１７２,２００円大学卒一　般
行政職 １４４,５００円１４０,１００円高校卒

４　職員の初任給の状況

（参考）
２０年度の
人件費率

人件費率
（Ｂ／Ａ）

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額
Ａ

住民基本
台帳人口
（年度末）

区　分

％

２６.８

％

２４.５

千円

２,７０５,９１４

千円

３７２,５１２

千円

１１,０５３,５２６
Ｈ２２．３．３１
２２,２６９人

２１年度

１　人件費の状況（普通会計決算）
　人件費には一般職員のほか、市長、副市長などの特別職の給与や市議会議員の

報酬などが含まれています。

（注）人件費には事業費支弁を含みます。

　職員給与とは、人件費のうち一般職員に支給される給料諸手当をいいます。

一人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）

給　　与　　費職員数
Ａ

区　分
計　Ｂ期末勤勉手当職員手当給　料

千円

５,６０２

千円

１,７７５,９３４

千円

４３３,８６６

千円

１８４,３１８

千円

１,１５７,７５０

人

３１７
２１年度

２　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）①職員手当には、退職手当は含まれていません。
　　　②職員数は平成２１年４月１日現在の職員数です。

（２２年４月１日現在）

技　能　労　務　職一　般　行　政　職
区　分

平 均 年 齢平均給料月額平 均 年 齢平均給料月額

４８.６歳３１１,２０８円３９.６歳３００,７６６円鳥羽市

４７.０歳３３９,１９７円４２.８歳３５１,７７２円三重県

４９.３歳２８４,５１４円４１.９歳３２５,５７９円国

３　職員の平均給料月額および平均年齢の状況

（２２年４月１日現在）
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広報　とば

内容（国の制度と同じ）区分

ア．配偶者 艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶 １３,０００円

イ．配偶者以外の扶養親族 艶艶艶艶艶 ６,５００円
　　ただし、配偶者のない場合

　　　１人目 艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶 １１,０００円
　　　２人目以降 艶艶艶艶艶艶艶艶艶 ６,５００円
なお、満１６歳以上２２歳までの子については  

５,０００円加算

扶　

養　

手　

当

ア．借家、借間居住者

　支給対象１２,０００円を超える額

　最高支給額 艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶 ２７,０００円

住
居
手
当

ア．交通機関利用者

　全額支給限度額 艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶 
支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

の１か月当たりの運賃相当額 艶艶 ５５,０００円

イ．交通用具利用者

　２㎞以上５㎞未満 艶艶艶艶艶艶艶 ２,０００円
　５㎞以上１０㎞未満 艶艶艶艶艶艶艶 ４,１００円
　１０㎞以上６０㎞未満　距離区分に応じて 艶 

６,５００円～２３,６００円

　６０㎞以上 艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶 ２４,５００円

通　

勤　

手　

当

６　手当の状況
扶養手当・住居手当・通勤手当　　 （２２年４月１日現在）

８　特別職の報酬などの状況（２２年１２月１日現在）
給　料　月　額　な　ど区　　　　分

８９０,０００円
６８８,０００円

市　　　長
副　市　長

給
料

４４５,０００円
３７７,０００円
３３７,０００円

議　　　長
副　議　長
議　　　員

報
酬

（２２年度支給割合）
　　６月期　　　１.９５月分
　　１２月期　　　２.０ 月分
　　　計　　　　３.９５月分
（加算措置　有）

市　　　長
副　市　長期　

末　

手　

当

（２２年度支給割合）
　　６月期　　　１.８２５月分
　　１２月期　　　２.０７５月分
　　　計　　　　３.９　月分
（加算措置　有）

議　　　長
副　議　長
議　　　員

７　期末・勤勉手当、退職手当の状況
（２２年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

６月期　 １.２５月分（１.０５） 艶 ０.７ 月分（０.９ ）　
１２月期　 １.３５月分（１.１５） 艶 ０.６５月分（０.８５）　
　　計　 ２.６ 月分（２.２０） 艶 １.３５月分 （１.７５）　

※（　）内は管理職
　職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

　課長級および課長補佐級については、平成２１年度

後期および平成２２年度前期における業績・態度を６

月期および１２月期勤勉手当の成績率に反映してい

ます

期
末
・
勤
勉
手
当

（２２年度支給率）

　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

勤続２０年　　　２３.５０月分 艶艶艶 ３０.５５月分　　　
勤続２５年　　　３３.５０月分 艶艶艶 ４１.３４月分　　　
勤続３５年　　　４７.５０月分 艶艶艶 ５９.２８月分　　　
最高限度額　　５９.２８月分 艶艶艶 ５９.２８月分　　　
１人当たり平均支給額（２１年度）

自己都合等　　　　１３,５８６千円

定　　　年　　　　２３,７１３千円

勧　　　奨　　　　２９,０８３千円

退　
　

職　
　

手　
　

当

時間外勤務手当（企業職員を除く）

５８,０８９,６２３円総支給額
２１年度

１７３,９２１円職員一人当たり支給年額

４６,９７５,８３３円総支給額
２０年度

１３３,８３４円職員一人当たり支給年額

特殊勤務手当

そのほかの手当

著しく危険、不快、不健康などの特殊な勤務に従事

する職員に対し支給（８種類）

代表的な手当…ごみ処理に従事する職員の特殊勤務

手当、消防・船舶職員の特殊勤務手当

管理職手当（課長級職員に支給）、地域手当、夜間勤

務手当などがあります。

管理職手当（課長級職員に支給）、地域手当、夜間勤

務手当などがあります。

主な増減理由

対前年増減職員数区分

部門
平成
２２年

平成
２１年

平成
２２年

平成
２１年

　　業務の見直し

　　による増減

△ １

２

△ ２

△ １

△ １

４

△ １

△ １

△ ４

△ ３

△ １

△ １

４

５１

１９

８４

４１

－

１０

１１

１９

４

５２

１７

８６

４２

－

１１

７

２０

議　　会

総務企画

税　　務

民　　生

衛　　生

労　　働

農林水産

商　　工

土　　木

一　

般　

行　

政　

部　

門

０△１０２３９２３９小　計

退職者不補充による減△ １

０

△ ５

１

３６

４０

３７

４０

教　　育

消　　防

特
別
行
政
部
門 △ １△ ４７６７７小　計

△ １△１４３１５３１６普通会計計

業務の見直しによる減

業務の見直しによる増

業務の見直しによる増

△ １

２

１

△ １

△ ２

１６

３３

２

１３

１７

３１

２

１２

水　　道

交　　通

下 水 道

そのほか

公
営
企
業
等
会
計
部
門 ２△ １６２６２小　計

１△１５３７９３７８合　　　計

９　定員の状況
部門別職員数の状況　　　　　　（２２年４月１日現在）

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職

者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。

券
献
献
献
献
献
犬
献
献
献
献
献
鹸



　平成２２年度から平成２６年度までの５年間に職員数を１８人（４.８％）削減します。

10　職員定数管理計画の目標

２７年度当初２６年度２５年度２４年度２３年度２２年度区　　分

３６０３６５３６８３７３３７７３７８職　 員　 数

△５△３△５△４△１対前年増減数

平成２３年２月１日

14　休暇制度
　休暇には大きく次の４つがあります。

①年次有給休暇…１年（暦年）当たり２０日間の年次

有給休暇が与えられます。残日数がある場合

は、２０日を限度として翌年に繰り越すことがで

きます。

②病気休暇…病気療養に必要な期間（９０日以内）に

　ついて有給で与えられます。

③特別休暇…特定の事由に基づいて有給で認めら

れます。結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、

ボランティア休暇、夏季休暇などがあります。

④介護休暇…配偶者などの介護が必要な期間（連

　続する６か月以内）について無給で与えられます。

13　勤務時間

　原則週休２日制、週３８時間４５分勤務で、１日の

勤務時間は８時３０分から１７時１５分までです。

　市民サービスの向上、業務の効率化などの目的

で、勤務時間帯をずらしたり、交替制勤務とした

りするなど、業務内容によって異なる勤務形態を

とっています。

16　懲戒処分の状況
　懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務などに

違反した場合に道義的責任を問うことにより、公

務における規律と秩序を維持することを目的とす

る処分です。

　その種類として、免職、停職、減給、戒告があ

ります。

　市民のみなさんからの信頼を確保していくため

に、今後とも服務規律の遵守の徹底を図るととも

に、不祥事が発生した際には厳正に対処していき

ます。

　平成２１年度の懲戒処分の状況は表のとおりです。

合　 計戒　告減　給区　　分

２人２人市 長 部 局

１人１人教育委員会

３人１人２人合　　計

15　分限処分の状況
　分限処分は、公務能率を維持することを目的と

して、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど

一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利

益な身分上の変動をもたらす処分です。

　その種類として、免職、降任および休職があり

ます。

　平成２１年度の分限処分の状況は表のとおりです。

合　 計休　　職区　　分

５人５人市 長 部 局

５人５人合　　計

10

12　職員の退職数

合　 計勧奨退職普通退職など定年退職区　分

１６人１人１０人５人市長部局など

２人１人１人教育委員会

１人１人消　　　防

１人１人選挙管理委

２０人１人１２人７人合　 計

　平成２１年度の職員の退職状況は表のとおりです。

11　職員の採用状況
　職員の採用は、行政需要の動向や今後の退

職者数を考慮して行っています。

　平成２２年４月１日の職員の新規採用の状況

は表のとおりです。

採 用 者 数区　　　　分

１１ 人一 般 事 務 職

２ 人消 防 職

１ 人保 育 士

１ 人社 会 福 祉 士

１ 人看 護 師

２ 人船 員

１ 人技 能 職

１９ 人合 　　　　計


